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検討アジェンダ 

（案） 

 

２０１１年１月 

ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会 

 

 

１．検討の目的 

 

ＩＣＴ産業は主要先進各国において戦略的産業の一つと位置付けられており、グロー

バル市場において激しい市場獲得競争が展開されている。我が国においても、ＩＣＴ産

業のグローバル展開は持続的経済成長を実現するための重要政策課題の一つと位置付

けられており、１０年５月、高度情報通信ネットワーク社会推進本部が決定した「新た

な情報通信技術戦略」（以下、「新ＩＣＴ戦略」という。）においても、同戦略の３本柱

の一つとして「新市場の創出と国際展開」を政府全体として推進することとされている。 

ＩＣＴ産業の国際競争力強化については、１０年１２月、「グローバル時代におけるＩ

ＣＴ政策に関するタスクフォース」において、「国際競争力強化検討部会」の最終報告

書として取りまとめられた。本報告書においては、重点戦略分野として、「重点推進プ

ロジェクト」、「連携推進体制」及び「技術戦略」の３項目が掲げられており、提言され

た施策の一部は、平成２３年度政府予算案に盛り込む等、総務省として具体的な対応に

着手している。 

本懇談会は、上記報告書を踏まえ、重点戦略分野のうち、「連携推進体制」の強化に向

け、グローバル展開のための案件形成から相手国における市場獲得に至るまでのプロセ

スについて、より具体的に検討することを目的とする。 

 

 

２．基本理念 

 

 我が国のＩＣＴ分野における国際競争力強化に向けた基本理念については、上記のタス

クフォースにおいて以下のとおり３点に整理されているが、更に追加すべき理念等はある

か。 

 

 （１）グローバル市場の成長を取り込んだＩＣＴ産業への転換 

 

   我が国においては世界に例をみない速度で少子高齢化が進展しており、２０５５年
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には人口が９千万人を割り込むと予想される等、引き続き、国内市場は縮退傾向に

あるため、ＩＣＴ産業のグローバル展開は、我が国の持続的経済成長を実現するた

め必要不可欠である。しかし、我が国のＩＣＴ分野における国際競争力は低下傾向

にあり、１０年１月に世界経済フォーラム（ＷＥＦ）が発表したＩＣＴ分野におけ

る国際競争力ランキングでは世界第２１位となっている。このため、ＩＣＴ産業が

我が国経済にとって基幹産業の一つであるにもかかわらず、今後さらにＩＣＴ産業

の国際競争力が低下すれば、我が国経済全体に深刻な影響を与えることが懸念され

る。したがって、経済成長著しいアジア等のグローバル市場の成長力を取り込んだ

ＩＣＴ産業の育成が急務である。 

 

（２）「課題先進国」としての国際貢献 

 

我が国は少子高齢化をはじめとする様々な社会的課題について「課題先進国」であ

り、こうした課題はアジア各国等も早晩直面する課題である。このため、日本発の「課

題解決モデル」を組成し、これをグローバル展開することにより、アジア各国等の課

題解決に貢献することができる。 

新たな「課題解決モデル」をグローバル展開していくためには、各企業の持つコア

コンピタンスを維持しつつ、従来の企業・産業の枠を越えたオープンイノベーション

を実現し、同業他社間、異業種企業間の連携により、ソリューション型プロジェクト

の組成や企業の枠を越えた国際展開支援体制の整備、国際戦略ビジョンの共有化等を

図ることが必要である。 

その際、「課題解決型モデル」の組成においては、個々の要素技術や製品ではなく、

オペレーションやマネージメントまで意識したトータルなシステムを構築し、そのグ

ローバル展開を図っていくことが必要である。 

 

（３）グローバルな「協働関係」の構築 

 

 我が国の国際競争力を強化していくためには、単に我が国の製品・サービスをグロ

ーバル展開するだけでなく、各国の実情を踏まえ、グローバルな「協働関係」に基づ

くソリューションの組成を目指すことが必要である。その際、我が国のこれまでの蓄

積・強みを活かし、従来の供給サイドの視点に加え、消費者・利用者の視点を活かし

た「柔らかいシステム作り」を重視することが必要である。 

 また、市場化を具体的に見据えたフォーラム標準等の標準化活動とソリューション

の組成を連動させる等、標準化の段階からグローバルなパートナー作りを進める等の

「協働関係」を構築していくことが求められる。 
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３．検討事項 

 

（１）国の役割 

 

政府は、１０年６月に閣議決定した「新成長戦略」に盛り込まれた「２１ 世紀の

日本の復活に向けた２１ の国家戦略プロジェクト」の一つとして、「パッケージ型イ

ンフラ海外展開」を推進することとし、「パッケージ型インフラ海外展開大臣会合」（議

長：内閣官房長官）において具体的な検討が進められている。こうした取組みを一層

推進し、政府全体としてＩＣＴ分野のグローバル展開を進めていく上で、国が果たす

べき役割を改めて明確化することが必要である。 

 

   ■具体的検討項目■ 

 

➢案件形成、ファイナンス、展開体制、プロジェクトの検証という一連のＰＤＣＡサ

イクルを円滑に回していく上で、国が果たすべき役割は何か。 

➢上記のＰＤＣＡサイクルの推進を図る上で、関係府省の連携強化を図るための方策

は何か。 

➢その他、産学官連携を実現するために国が果たすべき役割は何か。 

 

（２）プロジェクト案件形成の在り方 

 

我が国は、デジタル放送、ワイヤレス、光アクセス等、技術力の面で他国に比べて

優位性を有する分野が多数存在する。しかしながら、製品・サービスの展開において、

他国製品に市場シェアを奪われている分野もあるなど、デジタル機器の機能向上と価

格低下が同時に進行する「コモディティ化」が急速に進む中、技術優位性を製品・サ

ービスのグローバル展開において十分に活かし切れていない面がある。こうした課題

を解決するためのプロジェクト案件形成の在り方について検討する必要がある。 

 

■具体的検討項目■ 

 

① パッケージインフラの案件形成の手法  

➢我が国が強みを有する分野にＩＣＴを組み込んだパッケージプロジェクトとし 

て、どのような領域のものが考えられるのか。また、パッケージプロジェクトを

組成するための方策として、どのような手法が考えられるか。 

（注）アジア地域におけるＩＣＴ分野のニーズ把握、案件組成の可能性等については、別途

開催中の「日ＡＳＥＡＮ官民協議会」における検討結果を本懇談会の議論に入力し、検

討を行う。 
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➢技術を有する企業に加え、その技術やシステムを活用したソリューションを生

み出す企業、相手国への売り込みに優位性を有する企業など、企業・産業の枠

を越えた案件形成を実現するための方策は何か。 

➢デジタル機器のコモディティ化に伴い、デジタル機器とサービスを組み合わせ

た「モノのサービス化」が進んでいる。こうした流れ（例えば、製品とアプリ

ケーション、プラットフォーム等の連携等）に対応した関連企業等の連携に向

けた環境整備の在り方について、どう考えるか。 

➢従来の供給サイドの視点に加え、消費者・利用者視点でのシステム作り、相手

国の実情を踏まえたシステム作り、日本の優れたユーザーインターフェース（Ｕ

Ｉ）を製品・サービスに取り込む仕組みとして、どのようなものが考えられる

か。 

➢従来の国内仕様と海外仕様を別に開発する手法を改めるとともに、製造・開発

過程におけるモジュール化を進める等、当初からグローバル展開を目指した製

品・サービス開発を行う他、ＢＯＰ（Base of Pyramid）を念頭に置いた製品・サ

ービス開発等を進めることが必要と考えられるが、その際、どのような環境整備

が求められるか。 

➢総務省において、相手国におけるニーズ把握等を推進する観点から１１年度に

おいて実施予定の「ＩＣＴ海外展開推進事業（ユビキタス・アライアンス・プ

ロジェクト）」、「アジアユビキタスシティ構想推進事業」等の施策展開の在り方

について、その実効性を高める観点から留意すべき事項は何か。 

 

② 公共インフラパッケージへのＩＣＴの組み込み 

➢交通（グリーンＩＴＳ等）、電力（スマートグリッド）、環境（グリーンＩＣＴ）、

防災、物流、教育といった公共サービス・インフラにＩＣＴを活用して、サー

ビスを高度化し、我が国発の新たな高度ＩＣＴインフラとして展開するための

方策は何か。 

➢公共サービス・インフラの高度化に際しては、クラウドサービスを組み込み、

膨大なストリーミングデータを収集・分析し、インフラ運用にフィードバック

していく仕組みをどのように構築していくべきか。 

➢公共インフラパッケージへＩＣＴを組み込んでいく際、ＩＣＴ関連企業とは異

なる分野との連携が必要であるが、他分野との連携等、ＩＣＴの組み込み方策

としてどのようなことが考えられるか。 

 

③ 国際協力機構との連携  

➢組成されたパッケージプロジェクトのグローバル展開を行うにあたっては、途

上国をはじめとした海外の動向に知見を有する国際協力機構（ＪＩＣＡ）との

連携が有効であると考えられるが、相手国におけるニーズ調査や相手国ニーズ
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に合わせた案件形成等をどのように進めていくことが適当か。 

➢上記を推進するに際し、ＪＩＣＡにおいて展開されている人材研修、専門家派

遣、開発調査等について、国と関係する企業・団体が有機的な連携を図るため

の体制の在り方についてどう考えるか。 

 

④ 地方ベンチャー等の海外展開支援  

➢大型案件プロジェクトの組成は、ＩＣＴ産業のグローバル展開を進める柱とな

るが、加えて、我が国のＩＣＴ関連のベンチャー企業等の有する技術・サー

ビス等を活用し、またはベンチャー企業等が自らグローバル展開することを

支援する等により、国際競争力強化を図るための方策は何か。 

➢その際、ベンチャー企業等のグローバル展開の具体的方策、通信事業者やベン

ダー等のプロジェクトとベンチャー企業等のマッチングによるプロジェクト

案件の組成等の仕組みとして望ましいものは何か。 

 

⑤ 標準化戦略との有機的な連携 

➢標準化活動をプロジェクト案件形成につなげていくために講じるべき施策は

何か。特に、国際標準の働きかけと相手国における国内標準化の働きかけを

どのように進めていくことが求められるか。 

➢国際標準の働きかけについて、市場展開が早期に見込まれるフォーラム標準活

動が極めて重要であるが、フォーラム標準活動を推進するために、どのよう

な産学官連携の体制を構築することが求められるか。 

 

⑥ その他 

➢上記①～⑤の他、プロジェクト案件形成の円滑な推進に向けて留意すべき事

項は何か。 

 

（３）ファイナンス 

 

パッケージプロジェクトの海外展開にあたっては、ファイナンス面の支援が重要な

要素となる。現在、公的なファイナンス面での支援については、国際協力銀行（ＪＢ

ＩＣ）の各種融資制度、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）による貿易保険等の政策金融によ

る支援や、産業革新機構による事業投資などがある。また、ＯＤＡを活用した開発途

上国におけるニーズ調査等も実施されている。先述の「新成長戦略」においても、政

策金融の強化が重視されており、１０年１１月、ブロードバンドインフラ、スマート

グリッド等を対象とするＪＢＩＣの先進国向け融資が可能となった他、ＪＢＩＣの機

能強化、ＪＩＣＡによる海外投融資の再開等について検討が行われている。 

しかしながら、ＩＣＴ分野については、ＯＤＡを活用した情報通信関連プロジェク



6 
 

トが少なく、また各種公的支援制度も一層効果的に活用すべきといった声もある。 

このため、各種ファイナンス制度を有機的に活用し、グローバル展開を加速化する

観点から実効性のあるファイナンスの活用方策について検討する必要がある。 

 

■具体的検討項目■ 

 

① 産業革新機構等との連携  

➢新たな付加価値を創出する革新性を有する事業に対して投資を行う産業革新機

構における支援策との連携手法として、どのようなものが考えられるか（産業革

新機構は投資対象に業種を限定しないことから、パッケージプロジェクトへの活

用に適している面があるのではないか）。 

 

② 政策投融資による支援  

➢ＪＢＩＣによる各種融資制度、ＮＥＸＩによる貿易保険等による支援実績等も

踏まえ、最近のＩＣＴ関連企業の具体的なニーズ等も勘案しつつ、こうした公

的支援制度を更に一層効果的に活用していくための課題・方策を検討し、ファ

イナンス支援の活用を活発化させることが必要である。その際、民間ファイナ

ンスとの効率的・効果的な連携の在り方として、どのような仕組みが考えられ

るか。 

➢上記の他、世界銀行による支援策、ＵＮＤＰ（国連開発計画）やアジア開発銀

行による貧困国支援策とのマッチングとして、どのような仕組みが考えられる

か。 

 

③ Ｐ Ｐ Ｐ の組成 

➢水道やガス、交通など、従来地方自治体が公営で行ってきた事業において、民

間事業者が事業の企画段階から参加して、設備は官が保有したまま、設備投資

や運営を民間事業者に任せる民間委託などを含む手法が取り入られてきている。

海外におけるＩＣＴインフラ整備事業において受注を目指すためのＰＰＰ

（Public Private Partnership）プロジェクトの組成を行うための方策および官民連

携の在り方として、検討すべき事項は何か。 

 

④ その他 

➢上記①～③の他、グローバル展開に係るファイナンス面の支援の在り方につい

て、検討すべき事項はあるか。 
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（４）グローバル展開体制 

先述のとおり、マネージド・サービスやフルターンキーがグローバル市場における

潮流となりつつある。このため、プロジェクト案件の組成、各種ファイナンスの活用、

システムの運用まで含め、相手国のニーズを十分に対応した一体的なパッケージプロ

ジェクトとして展開することが必要である。 

この点、前述の「新ＩＣＴ戦略」においても、「我が国の情報通信技術関連システ

ムの海外展開に向けて、民間主導の情報通信技術グローバルコンソーシアム（開発調

査、プロジェクトの組成、ファイナンス等を実施）の組成を支援するため、２０１０

年度中に、関係府省が連携して検討。推進体制を整備し、官民の役割分担をはじめと

する具体的なアクションプランを策定する」こととされている。 

 

  ■具体的検討項目■ 

 

① グローバルコンソーシアムに求められる機能  

➢組成される案件ごとに推進体制が構築されるものと想定されるが、これらに対

する国の支援はどのような形で行うことが考えられるか。 

➢案件毎に組成される推進体制に共通的に求められる機能については、別途、各

推進体制を下支えする機関が担うことによりグローバル展開の「総合力」発揮

が可能になると考えられる。例えば、通信事業者、ベンダー等のＯＢ人材の活

用等、グローバル展開に関する知見を有するＩＣＴ人材を案件組成に向けた調

整業務に活用する仕組み（グローバルコンソーシアム）として、具体的にどの

ようなものが考えられるか。 

➢開発ニーズ調査、案件組成、ファイナンスの組み合わせ等を総合的に組み合わ

せ、関連企業のマッチング、役割分担の具体化等を行う機能を上記のグローバ

ルコンソーシアムに担わせることが考えられるか。 

➢グローバルコンソーシアムは公益性・中立性の高い組織であることが求められ

ると考えられるが、具体的な組織形態として、どのようなものが考えられるか。

また、国との連携の在り方として留意すべき事項は何か。 

➢その他、グローバルコンソーシアムに求められる機能は何か。 

 

 

② プロジェクトの広域展開 

          ➢相手国において獲得したプロジェクトを近隣諸国に拡大し、面的な市場開拓を行

っていく観点から、どのような展開体制等が必要か。 

     ➢南米における地上デジタル放送日本方式の採用により、放送関連機器はもとよ

り、携帯電話をはじめ連携事業の拡大が期待されているが、このように、特定の

技術の採用を足がかりとして相手国あるいはその国が属している経済圏との間
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の連携強化を推進する上での国の役割及び企業等に対する支援の在り方につい

て、どう考えるか。 

 

③ その他 

    ➢上記①～②の他、グローバル展開の体制の在り方として、検討すべき事項は何か。 

 

（５）プロジェクト推進の検証体制 

 

組成された案件の進捗状況の管理から各案件の評価に至るＰＤＣＡサイクルを円

滑に回していくため、プロジェクト推進の検証体制を構築していく必要がある。 

 

■具体的検討項目■ 

 

➢政府部内において、多様かつ膨大な案件を整理し、進捗状況を管理するための仕組

みとしてどのようなものが考えられるか。 

➢各プロジェクトの評価指標、課題抽出のための手法として、どのようなものが考え

られるか。 

➢各プロジェクトの評価について、外部有識者の参画を得るなどの評価体制の在り方、

関係者間における評価結果に関する情報共有の仕組みをどう構築することが適当

か。 

➢その他、プロジェクト推進の検証体制を強化する観点から検討すべき事項は何か。 

 

 


